
令和８年度　砺波市会計年度任用職員　募集要項  

（職種：学芸員） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　砺波市教育委員会砺波郷土資料館　　

　　　　　　　　　　　　　　　　  〒939-1382　砺波市花園町 1－78 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ℡0763－32－2339 

 

 

１　募集職種、採用予定人員及び応募資格 

ただし、次のいずれかに該当する者は応募できません。 

　　(1) 地方公務員法第１６条（欠格条項）に該当する者 

①　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けるこ
こ

とがなくなるまでの者 

②　日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府

を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加

入した者　 

 

２　勤務条件 

 
募集職種 職務内容

採用 

人員
受　験　資　格

 

学芸員

①特別展示の企画運営・図録

作成 

②郷土歴史資料の管理、整

理、活用、調査研究 

③郷土の歴史資料（古文書

等）の目録化・解読 

④資料のデジタル化、インタ

ーネットを活用した広報 

⑤その他、博物館運営に関わ

る業務

１人

①平成１６年４月１日までに生まれた方 

②学芸員資格を有する方又は令和８年４

月末までに取得見込みの方で、近世・近

代史学、民俗学に関心のある方 

③心身ともに健康で、博物館活動に対し

て意欲と情熱を持っている方 

④普通自動車運転免許証を取得している

方 

⑤パソコン操作（書類の作成、ＳＮＳ等

を活用した情報発信）のできる方

 
任用根拠

フルタイム会計年度任用職員（地方公務員法第２２条の２第１項第
２号）

 
任用期間 令和８年５月１日から令和９年３月３１日まで

 
就業の場所

砺波市立砺波郷土資料館が管理する施設　 

（郷土・歴史系博物館です）
 

勤務日
月曜日、第３日曜日、祝日及び年末年始などの休館日を除く週５日

を基本とします。
 

勤務時間 ８時３０分から１７時１５分まで（休憩１時間）

 
時間外勤務の有

無
有



 

３　選考の方法及び合格発表 

（１）選考方法 

　　１次　書類審査 

　　　　　合格発表　　合否にかかわらず、３月６日頃に書面で通知します。 

 

　　２次　面接 

日時　　３月１７日（火）～１９日（木）のいずれか１日 

　　　　　場所　　第１次試験合格者に通知します。　　 

 

（２）合格発表　　合否にかかわらず、３月２５日頃に通知します。 

 

４　受験申込手続 

（１）　受験申込先及び問合先 

　　　　　砺波市教育委員会砺波郷土資料館業務係 

　　　　〒939-1382　砺波市花園町１－７８ 

　　　　℡0763-32-2339 

 

（２）　申込方法 

　　次の書類を提出してください。（持参又は郵送） 

　　①　砺波郷土資料館指定の申込書（応募用紙）　　　１部 

　　②　志望理由、および博物館業務において関心のあることについて記したもの 

　　　　　８００字以内（様式は、ワード形式でＡ４サイズ横書き４０文字×４０行

で打ち出し） 

　　③　返信用の封筒（長形３号）に住所、氏名を記入し、１１０円切手を貼り付け

たもの　１通 

 

①～③を応募先に、持参又は郵送ください。なお、提出された書類は返却い

たしません。 

　　　　郵送の場合は、封筒の表に「採用申込み」と朱書きし、なるべく簡易書留郵

送としてください。 

 
報酬又は給料

月額２１９，４００円（大卒の場合） 

※学歴、経験年数により加算される場合があります。
 

諸手当
給与関係条例、規則の定めるところにより、期末手当、通勤費等が

支給されます。
 

休暇 任用期間に応じて年次有給休暇、特別休暇（有給、無給）

 
服務 地方公務員法の服務に関する各規定が適用されます。

 
条件付採用

採用はすべて条件付のものとし、採用後１か月間を良好な成績で勤
務したときに会計年度任用職員として正式採用となります。

 
社会保険 雇用保険、健康保険、厚生年金保険に加入

 
災害補償 公務上の災害又は通勤による災害について補償制度があります。



 

（３）　申込受付 

　　期　　間　　令和８年２月７日（土）～　令和８年３月５日（木） 

　　　　　　　（持参の場合は月曜日、日曜日、祝日を除きます。また、郵送の場合

は、３月５日（木）必着とします。） 

 

　　時　　間　持参の場合の受付は、午前８時３０分から午後５時１５分の間に限り

ます。 

 

５　その他 

（１）留意事項等 

応募にかかる経費（郵便料・交通費等）は応募者の負担とします。


